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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

第 三 初 ・ 再 診 料 の 施 設 基 準 等 第 三 初 ・ 再 診 料 の 施 設 基 準 等 
一 ～ 三 の 七 （ 略 ） 一 ～ 三 の 七 （ 略 ） 

三 の 八 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 体 制 整 備 加 算 の 施 設 基 準 三 の 八 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 体 制 整 備 加 算 の 施 設 基 準 

(1
)

 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 体 制 整 備 加 算 １ の 施 設 基 準 
イ 療 養 の 給 付 及 び 公 費 負 担 医 療 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 関

す る 命 令 第 一 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 に よ

る 請 求 を 行 っ て い る こ と 。 

ロ 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 を

行 う 体 制 を 有 し て い る こ と 。 

ハ 医 師 又 は 歯 科 医 師 が 、 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規

定 す る 電 子 資 格 確 認 を 利 用 し て 取 得 し た 診 療 情 報 を 、 診

療 を 行 う 診 察 室 、 手 術 室 又 は 処 置 室 等 に お い て 、 閲 覧 又

は 活 用 で き る 体 制 を 有 し て い る こ と 。 

ニ 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ た 処 方 箋 を 発 行 す る 体 制

を 有 し て い る こ と 。 

ホ 電 磁 的 方 法 に よ り 診 療 情 報 を 共 有 し 、 活 用 す る 体 制 を

有 し て い る こ と 。 

ヘ 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 に

係 る 十 分 な 実 績 を 有 し て い る こ と 。 

ト 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 の 体 制 に 関 す る 事 項 及 び 質 の 高 い 診 療 を

実 施 す る た め の 十 分 な 情 報 を 取 得 し 、 及 び 活 用 し て 診 療

を 行 う こ と に つ い て 、 当 該 保 険 医 療 機 関 の 見 や す い 場 所

に 掲 示 し て い る こ と 。 

チ ト の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 

リ マ イ ナ ポ ー タ ル の 医 療 情 報 等 に 基 づ き 、 患 者 か ら の 健

康 管 理 に 係 る 相 談 に 応 じ る 体 制 を 有 し て い る こ と 。 

(1
)

 療 養 の 給 付 及 び 公 費 負 担 医 療 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 関 す

る 命 令 第 一 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 に よ る 請

求 を 行 っ て い る こ と 。 

(2
)

 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 を 行

う 体 制 を 有 し て い る こ と 。 

(3
)

 医 師 又 は 歯 科 医 師 が 、 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定

す る 電 子 資 格 確 認 を 利 用 し て 取 得 し た 診 療 情 報 を 、 診 療 を

行 う 診 察 室 、 手 術 室 又 は 処 置 室 等 に お い て 、 閲 覧 又 は 活 用

で き る 体 制 を 有 し て い る こ と 。 

(4
)

 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ た 処 方 箋 を 発 行 す る 体 制 を

有 し て い る こ と 。 

(5
)

 電 磁 的 方 法 に よ り 診 療 情 報 を 共 有 し 、 活 用 す る 体 制 を 有

し て い る こ と 。 

(6
)

 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 に 係

る 実 績 を 一 定 程 度 有 し て い る こ と 。 

(7
)

 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 の 体 制 に 関 す る 事 項 及 び 質 の 高 い 診 療 を 実

施 す る た め の 十 分 な 情 報 を 取 得 し 、 及 び 活 用 し て 診 療 を 行

う こ と に つ い て 、 当 該 保 険 医 療 機 関 の 見 や す い 場 所 に 掲 示

し て い る こ と 。 

(8
)

 (7
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 

 

(2
)

 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 体 制 整 備 加 算 ２ の 施 設 基 準  



 

イ (1
)

の イ か ら ホ ま で 及 び ト か ら リ ま で に 掲 げ る 施 設 基

準 を 満 た す も の で あ る こ と 。 

ロ 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 に

係 る 必 要 な 実 績 を 有 し て い る こ と 。  

(3
)

 医 療 Ｄ Ｘ 推 進 体 制 整 備 加 算 ３ の 施 設 基 準 

イ (1
)

の イ か ら ホ ま で 並 び に ト 及 び チ に 掲 げ る 施 設 基 準

を 満 た す も の で あ る こ と 。 
ロ 健 康 保 険 法 第 三 条 第 十 三 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 に

係 る 実 績 を 有 し て い る こ と 。  

 
三 の 九 ～ 十 一 （ 略 ） 三 の 九 ～ 十 一 （ 略 ） 

  

第 八 入 院 基 本 料 等 加 算 の 施 設 基 準 等 第 八 入 院 基 本 料 等 加 算 の 施 設 基 準 等 

一 総 合 入 院 体 制 加 算 の 施 設 基 準 一 総 合 入 院 体 制 加 算 の 施 設 基 準 

(1
)

 総 合 入 院 体 制 加 算 １ の 施 設 基 準 (1
)

 総 合 入 院 体 制 加 算 １ の 施 設 基 準 

イ ～ ホ （ 略 ） イ ～ ホ （ 略 ） 

ヘ 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と 。 ヘ 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と 。 

① （ 略 ） ① （ 略 ） 

② 当 該 保 険 医 療 機 関 と 同 一 建 物 内 に 老 人 福 祉 法 （ 昭 和

三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 二 十 条 の 五 に 規 定 す る

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム （ 以 下 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 」 と

い う 。 ） 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ）

第 八 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 以 下

「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 二 十 九 項

に 規 定 す る 介 護 医 療 院 を 設 置 し て い な い こ と 。 

② 当 該 保 険 医 療 機 関 と 同 一 建 物 内 に 老 人 福 祉 法 （ 昭 和

三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 二 十 条 の 五 に 規 定 す る

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム （ 以 下 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 」 と

い う 。 ） 及 び 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号

） 第 八 条 第 二 十 八 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 以

下 「 介 護 老 人 保 健 施 設 」 と い う 。 ） を 設 置 し て い な い

こ と 。 

ト ～ リ （ 略 ） ト ～ リ （ 略 ） 

(2
)

・ (3
)

 （ 略 ） (2
)

・ (3
)

 （ 略 ） 

一 の 二 ～ 六 の 三 （ 略 ） 一 の 二 ～ 六 の 三 （ 略 ） 

六 の 四 妊 産 婦 緊 急 搬 送 入 院 加 算 の 施 設 基 準 六 の 四 妊 産 婦 緊 急 搬 送 入 院 加 算 の 施 設 基 準 

妊 娠 状 態 の 異 常 が 疑 わ れ る 妊 産 婦 の 患 者 の 受 入 れ 及 び 緊 急 の

分 娩
べ ん

へ の 対 応 に つ き 十 分 な 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。 

妊 娠 状 態 の 異 常 が 疑 わ れ る 妊 産 婦 の 患 者 の 受 入 れ 及 び 緊

急 の 分 娩
べ ん

へ の 対 応 に つ き 十 分 な 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と

。 



 

六 の 五 在 宅 患 者 緊 急 入 院 診 療 加 算 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る も の 

六 の 五 在 宅 患 者 緊 急 入 院 診 療 加 算 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る も の 

特 掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 第 三 の 六 の (2
)

に 該 当 す る 在 宅 療 養

支 援 診 療 所 及 び 第 四 の 一 の (2
)

に 該 当 す る 在 宅 療 養 支 援 病 院 

特 掲 診 療 料 の 施 設 基 準 等 第 三 の 六 の (2
)

に 該 当 す る 在 宅

療 養 支 援 診 療 所 及 び 第 四 の 一 の (2
)

に 該 当 す る 在 宅 療 養 支

援 病 院 
六 の 六 在 宅 患 者 緊 急 入 院 診 療 加 算 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 疾 病 等 

六 の 六 在 宅 患 者 緊 急 入 院 診 療 加 算 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 疾 病 等 

別 表 第 十 三 に 掲 げ る 疾 病 等 別 表 第 十 三 に 掲 げ る 疾 病 等 

七 ～ 三 十 六 （ 略 ） 七 ～ 三 十 六 （ 略 ） 

  

第 九 特 定 入 院 料 の 施 設 基 準 等 第 九 特 定 入 院 料 の 施 設 基 準 等 

一 ～ 六 の 三 （ 略 ） 一 ～ 六 の 三 （ 略 ） 

六 の 四 地 域 包 括 医 療 病 棟 入 院 料 の 施 設 基 準 等 六 の 四 地 域 包 括 医 療 病 棟 入 院 料 の 施 設 基 準 等 

(1
)

～ (3
)

 （ 略 ） (1
)

～ (3
)

 （ 略 ） 

(4
)

 地 域 包 括 医 療 病 棟 入 院 料 の 注 ４ の 除 外 薬 剤 ・ 注 射 薬 （ 新 設 ） 

自 己 連 続 携 行 式 腹 膜 灌
か ん

流 用 灌
か ん

流 液 並 び に 別 表 第 五 の 一 の 三

に 掲 げ る 薬 剤 及 び 注 射 薬 

 

(5
)

～ ⑽  （ 略 ） (4
)

～ (9
)

 （ 略 ） 

七 ～ 二 十 一 （ 略 ） 七 ～ 二 十 一 （ 略 ） 

  

第 十 一 経 過 措 置 第 十 一 経 過 措 置 

一 ～ 十 九 （ 略 ） 一 ～ 十 九 （ 略 ） 

二 十 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 次 の (1
)

か ら (4
)

ま で に

掲 げ る 診 療 料 に 係 る 届 出 を 行 っ て い る 病 棟 又 は 病 室 に つ い て は

、 令 和 八 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 次 の (1
)

か ら (4
)

ま で

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 (1
)

か ら (4
)

ま で に 定 め る 基 準 に 該

当 す る も の と み な す 。 

二 十 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 次 の (1
)

か ら (4
)

ま で に

掲 げ る 診 療 料 に 係 る 届 出 を 行 っ て い る 病 棟 又 は 病 室 に つ い て は

、 令 和 八 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 次 の (1
)

か ら (4
)

ま で

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 (1
)

か ら (4
)

ま で に 定 め る 基 準 に 該

当 す る も の と み な す 。 

(1
)

 （ 略 ） (1
)

 （ 略 ） 

(2
)

 精 神 病 棟 入 院 基 本 料 （ 十 三 対 一 入 院 基 本 料 に 限 る 。 ） 第

五 の 四 の 二 の (1
)

の ロ の ⑥ 

(2
)

 精 神 病 棟 入 院 基 本 料 （ 十 対 一 入 院 基 本 料 に 限 る 。 ） 第 五

の 四 の 二 の (1
)

の ロ の ⑥ 

(3
)

 ・ (4
)

 （ 略 ） (3
)

・ (4
)

 （ 略 ） 



 

二 十 一 ～ 三 十 三 （ 略 ） 二 十 一 ～ 三 十 三 （ 略 ） 

三 十 四 令 和 七 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 第 三 の 三 の 七 の

(4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 三 の 八 の

(1
)

の チ 中 「 ト の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 六 の

(4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 八 の 三 の

(5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 九 の (7
)

中 「 (6
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲

載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 十 の (1
)

の

チ 及 び (2
)

の チ 中 「 ト の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て ウ ェ ブ

サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 五 の

一 の (9
)

中 「 (8
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 六 の 一 の

(5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 八 の 三 十 二 の

(1
)

の ニ 中 「 ハ の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 八 の 三 十

五 の 三 の (1
)

の ヘ 中 「 ホ の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ

ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第

八 の 三 十 五 の 三 の 二 の (5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と

し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除

」 と 、 第 八 の 三 十 五 の 十 二 の (4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、

原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は

「 削 除 」 と 、 第 九 の 十 九 の (2
)

の ト 中 「 ヘ の 掲 示 事 項 に つ い て

、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の

は 「 削 除 」 と す る 。 

三 十 四 令 和 七 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 第 三 の 三 の 七 の

(4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 三 の 八 の

(8
)

中 「 (7
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 六 の (4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲

載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 八 の 三 の

(5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 九 の (7
)

中 「 (6
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲

載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 三 の 十 の (1
)

の

チ 及 び (2
)

の チ 中 「 ト の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て ウ ェ ブ

サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 五 の

一 の (9
)

中 「 (8
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 示 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 六 の 一 の

(5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に

掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 八 の 三 十 二 の

(1
)

の ニ 中 「 ハ の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第 八 の 三 十

五 の 三 の (1
)

の ヘ 中 「 ホ の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ

ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除 」 と 、 第

八 の 三 十 五 の 三 の 二 の (5
)

中 「 (4
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と

し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の は 「 削 除

」 と 、 第 八 の 三 十 五 の 十 二 の (4
)

中 「 (3
)

の 掲 示 事 項 に つ い て 、

原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 示 し て い る こ と 。 」 と あ る の は

「 削 除 」 と 、 第 九 の 十 九 の (2
)

の ト 中 「 ヘ の 掲 示 事 項 に つ い て

、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し て い る こ と 。 」 と あ る の

は 「 削 除 」 と す る 。 

三 十 五 ・ 三 十 六 （ 略 ） 三 十 五 ・ 三 十 六 （ 略 ） 

  



 

別 表 第 五 特 定 入 院 基 本 料 、 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 、 障 害 者 施 設 等 入

院 基 本 料 の 注 ６ 、 注 1
3
及 び 注 1
4
の 点 数 並 び に 有 床 診 療 所 療 養 病

床 入 院 基 本 料 に 含 ま れ る 画 像 診 断 及 び 処 置 並 び に こ れ ら に 含 ま れ

な い 除 外 薬 剤 ・ 注 射 薬 

別 表 第 五 特 定 入 院 基 本 料 、 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 、 障 害 者 施 設 等 入

院 基 本 料 の 注 ６ 、 注 1
3
及 び 注 1
4
の 点 数 並 び に 有 床 診 療 所 療 養 病

床 入 院 基 本 料 に 含 ま れ る 画 像 診 断 及 び 処 置 並 び に こ れ ら に 含 ま れ

な い 除 外 薬 剤 ・ 注 射 薬 
一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 こ れ ら に 含 ま れ る 処 置 二 こ れ ら に 含 ま れ る 処 置 
（ 略 ） （ 略 ） 

鼻 腔
く う

栄 養 鼻 腔
こ う

栄 養 

（ 略 ） （ 略 ） 

三 ・ 四 （ 略 ） 三 ・ 四 （ 略 ） 

  

別 表 第 五 の 一 の 三 地 域 包 括 医 療 病 棟 入 院 料 、 地 域 包 括 ケ ア 病 棟 入

院 料 、 特 定 一 般 病 棟 入 院 料 及 び 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 の 除 外 薬 剤

・ 注 射 薬 

別 表 第 五 の 一 の 三 地 域 包 括 ケ ア 病 棟 入 院 料 、 特 定 一 般 病 棟 入 院 料

及 び 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 の 除 外 薬 剤 ・ 注 射 薬 

（ 略 ） （ 略 ） 

  

別 表 第 五 の 二 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 （ 疾 患 ・ 状 態 に つ い て は 、 入 院

料 １ か ら 入 院 料 ９ ま で 及 び 入 院 料 28 か ら 入 院 料 30 ま で に 限 り 、

処 置 等 に つ い て は 、 入 院 料 １ か ら 入 院 料 ３ ま で 、 入 院 料 1
0
か ら

入 院 料 12 ま で 及 び 入 院 料 19 か ら 入 院 料 21 ま で に 限 る 。 ） 及 び 有

床 診 療 所 療 養 病 床 入 院 基 本 料 （ 入 院 基 本 料 Ａ に 限 る 。 ） に 係 る 疾

患 ・ 状 態 及 び 処 置 等 

別 表 第 五 の 二 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 （ 疾 患 ・ 状 態 に つ い て は 、 入 院

料 １ か ら 入 院 料 ９ ま で 及 び 入 院 料 28 か ら 入 院 料 30 ま で に 限 り 、

処 置 等 に つ い て は 、 入 院 料 １ か ら 入 院 料 ３ ま で 、 入 院 料 1
0
か ら

入 院 料 12 ま で 及 び 入 院 料 19 か ら 入 院 料 21 ま で に 限 る 。 ） 及 び 有

床 診 療 所 療 養 病 床 入 院 基 本 料 （ 入 院 基 本 料 Ａ に 限 る 。 ） に 係 る 疾

患 ・ 状 態 及 び 処 置 等 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 対 象 と な る 処 置 等 二 対 象 と な る 処 置 等 

中 心 静 脈 栄 養 （ 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 を 算 定 す る 場 合 に あ っ て

は 、 広 汎 性 腹 膜 炎 、 腸 閉 塞 、 難 治 性 嘔 吐

お う

、 難 治 性 下 痢 、 活 動 性

の 消 化 管 出 血 、 炎 症 性 腸 疾 患 、 短 腸 症 候 群 、 消 化 管 瘻
ろ う

若 し く は

急 性 膵
す い

炎 を 有 す る 患 者 を 対 象 と す る 場 合 又 は 中 心 静 脈 栄 養 を 開

始 し た 日 か ら 三 十 日 以 内 の 場 合 に 実 施 す る も の に 限 る 。 ） 

中 心 静 脈 栄 養 （ 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 を 算 定 す る 場 合 に あ っ て

は 、 広 汎 性 腹 膜 炎 、 腸 閉 塞 、 難 治 性 嘔 吐 、 難 治 性 下 痢 、 活 動 性

の 消 化 管 出 血 、 炎 症 性 腸 疾 患 、 短 腸 症 候 群 、 消 化 管 瘻 若 し く は

急 性 膵
す い

炎 を 有 す る 患 者 を 対 象 と す る 場 合 又 は 中 心 静 脈 栄 養 を 開

始 し た 日 か ら 三 十 日 以 内 の 場 合 に 実 施 す る も の に 限 る 。 ） 



 

（ 略 ） （ 略 ） 

  

別 表 第 五 の 三 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 （ 疾 患 ・ 状 態 に つ い て は 、 入 院

料 10 か ら 入 院 料 18 ま で 、 処 置 等 に つ い て は 、 入 院 料 ４ か ら 入 院

料 ６ ま で 、 入 院 料 13 か ら 入 院 料 15 ま で 及 び 入 院 料 22 か ら 入 院 料

24 ま で に 限 る 。 ） 及 び 有 床 診 療 所 療 養 病 床 入 院 基 本 料 （ 入 院 基

本 料 Ｂ 及 び 入 院 基 本 料 Ｃ に 限 る 。 ） に 係 る 疾 患 ・ 状 態 及 び 処 置 等 

別 表 第 五 の 三 療 養 病 棟 入 院 基 本 料 （ 疾 患 ・ 状 態 に つ い て は 、 入 院

料 10 か ら 入 院 料 18 ま で 、 処 置 等 に つ い て は 、 入 院 料 ４ か ら 入 院

料 ６ ま で 、 入 院 料 13 か ら 入 院 料 15 ま で 及 び 入 院 料 22 か ら 入 院 料

24 ま で に 限 る 。 ） 及 び 有 床 診 療 所 療 養 病 床 入 院 基 本 料 （ 入 院 基

本 料 Ｂ 及 び 入 院 基 本 料 Ｃ に 限 る 。 ） に 係 る 疾 患 ・ 状 態 及 び 処 置 等 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 対 象 と な る 処 置 等 二 対 象 と な る 処 置 等 

中 心 静 脈 栄 養 （ 広 汎 性 腹 膜 炎 、 腸 閉 塞 、 難 治 性 嘔 吐

お う

、 難 治 性

下 痢 、 活 動 性 の 消 化 管 出 血 、 炎 症 性 腸 疾 患 、 短 腸 症 候 群 、 消 化

管 瘻
ろ う

又 は 急 性 膵
す い

炎 を 有 す る 患 者 以 外 を 対 象 と し て 、 中 心 静 脈 栄

養 を 開 始 し た 日 か ら 三 十 日 を 超 え て 実 施 す る も の に 限 る 。 ） 

中 心 静 脈 栄 養 （ 広 汎 性 腹 膜 炎 、 腸 閉 塞 、 難 治 性 嘔 吐 、 難 治 性

下 痢 、 活 動 性 の 消 化 管 出 血 、 炎 症 性 腸 疾 患 、 短 腸 症 候 群 、 消 化

管 瘻 又 は 急 性 膵
す い

炎 を 有 す る 患 者 以 外 を 対 象 と し て 、 中 心 静 脈 栄

養 を 開 始 し た 日 か ら 三 十 日 を 超 え て 実 施 す る も の に 限 る 。 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

三 （ 略 ） 三 （ 略 ） 

  

別 表 第 十 一 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 に 係 る 手 術 等 別 表 第 十 一 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 に 係 る 手 術 等 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ） 

三 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 ３ を 算 定 す る 手 術 、 検 査 又 は 放 射 線 治

療 

三 短 期 滞 在 手 術 等 基 本 料 ３ を 算 定 す る 手 術 、 検 査 又 は 放 射 線 治

療 

（ 略 ） （ 略 ） 

Ｋ ２ １ ９ 眼 瞼
け ん

下 垂 症 手 術 １ 眼 瞼
け ん

挙 筋 前 転 法 Ｋ ２ １ ９ 眼 瞼
け ん

下 垂 症 手 術 １ 眼 瞼 （ け ん ） 筋 前 転 法 

（ 略 ） （ 略 ） 

Ｋ ６ ３ ４ 腹 腔
く う

鏡 下 鼠
そ

径 ヘ ル ニ ア 手 術 （ 両 側 ） Ｋ ６ ３ ４ 腹 腔
こ う

鏡 下 鼠
そ

径 ヘ ル ニ ア 手 術 （ 両 側 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

Ｋ ８ ９ ０― ３ 腹 腔
く う

鏡 下 卵 管 形 成 術 Ｋ ８ ９ ０― ３ 腹 腔
こ う

鏡 下 卵 管 形 成 術 

（ 略 ） （ 略 ） 

 


